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○

防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
一
号
）
（
抄
）

（
障
害
防
止
工
事
の
助
成
）

第
三
条

（
略
）

２

国
は
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
者
が
自
衛
隊
等
の
航
空
機
の
離
陸
、
着
陸
等
の
ひ
ん
繁
な
実
施
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
行
為
に
よ
り
生
ず
る
音
響
で
著
し
い
も
の
を
防
止
し
、

又
は
軽
減
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
施
設
に
つ
い
て
必
要
な
工
事
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
費
用
の

全
部
又
は
一
部
を
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

三

前
二
号
の
施
設
に
類
す
る
施
設
で
政
令
で
定
め
る
も
の

（
民
生
安
定
施
設
の
助
成
）

第
八
条

国
は
、
防
衛
施
設
の
設
置
又
は
運
用
に
よ
り
そ
の
周
辺
地
域
の
住
民
の
生
活
又
は
事
業
活
動
が
阻
害
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
地
方
公
共
団
体
が
、
そ
の
障

害
の
緩
和
に
資
す
る
た
め
、
生
活
環
境
施
設
又
は
事
業
経
営
の
安
定
に
寄
与
す
る
施
設
の
整
備
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
採
る
と
き
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
政
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
（
抄
）

（
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
）

第
二
十
条
の
六

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
無
料
又
は
低
額
な
料
金
で
、
老
人
を
入
所
さ
せ
、
食
事
の
提
供
そ
の
他
日
常
生
活
上
必
要
な
便
宜
を
供
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
（

第
二
十
条
の
二
の
二
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
施
設
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

第
二
十
条
の
七

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
無
料
又
は
低
額
な
料
金
で
、
老
人
に
関
す
る
各
種
の
相
談
に
応
ず
る
と
と
も
に
、
老
人
に
対
し
て
、
健
康
の
増
進
、
教
養
の
向
上
及
び
レ

ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
便
宜
を
総
合
的
に
供
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
と
す
る
。

○

防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
二
百
二
十
八
号
）
（
抄
）

（
防
音
工
事
の
対
象
と
な
る
施
設
）
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第
七
条

法
第
三
条
第
二
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
と
す
る
。

一

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校

二

地
域
保
健
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
健
所

三

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
（
母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
二

十
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
施
設
に
限
る
。
）
、
児
童
福
祉
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
所
、
同
法
第
四
十
二
条
に
規
定
す
る

障
害
児
入
所
施
設
、
同
法
第
四
十
三
条
に
規
定
す
る
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
、
同
法
第
四
十
四
条
に
規
定
す
る
児
童
自
立
支
援
施
設
又
は
同
法
第
六
条
の
三
第
九
項
に
規
定
す

る
家
庭
的
保
育
事
業
、
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
小
規
模
保
育
事
業
若
し
く
は
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
事
業
所
内
保
育
事
業
を
行
う
施
設

四

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー

五

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
三
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
救
護
施
設

六

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
二
十
条
の
二
の
二
に
規
定
す
る
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
同
法
第
二
十
条
の
五
に
規
定
す
る
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
又
は
同
法
第
二
十
条
の
七
の
二
に
規
定
す
る
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

七

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
十
五
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
職
業
能
力
開
発
校

八

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
又
は
同
条

第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護
、
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
自
立
訓
練
、
同
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
就
労
移
行
支
援

又
は
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
就
労
継
続
支
援
を
行
う
事
業
に
限
る
。
）
を
行
う
施
設

九

（
略
）

（
民
生
安
定
施
設
の
範
囲
及
び
補
助
の
割
合
等
）

第
十
二
条

法
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
補
助
に
係
る
施
設
は
、
次
の
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
施
設
と
し
、
こ
れ
ら
の
施
設
に
係
る
補
助
の
割
合
又
は
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
三
欄

に
掲
げ
る
割
合
の
範
囲
内
で
防
衛
大
臣
が
定
め
る
割
合
又
は
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

項

補
助
に
係
る
施
設

補
助
の
割
合
又
は
額

一

有
線
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
行
わ
れ
る
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
六
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
ラ

十
分
の
八

ジ
オ
放
送
の
業
務
を
行
う
た
め
の
施
設

二

道
路
（
農
業
用
施
設
及
び
林
業
用
施
設
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）

十
分
の
八

三

児
童
福
祉
法
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
児
童
養
護
施
設

十
分
の
七
・
五

四

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
二
十
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
看
護
師
養
成
所
又
は
同
法
第
二
十
二

十
分
の
七
・
五
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条
第
二
号
に
規
定
す
る
准
看
護
師
養
成
所

五

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
無
線
設
備
及
び
こ
れ
を
設
置
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設

十
分
の
七
・
五

六

老
人
福
祉
法
第
二
十
条
の
四
に
規
定
す
る
養
護
老
人
ホ
ー
ム
又
は
同
法
第
二
十
条
の
六
に
規
定
す
る
軽
費
老
人
ホ
ー
ム

十
分
の
七
・
五

七

消
防
施
設
強
化
促
進
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
消
防
施
設

三
分
の
二

八

公
園
、
緑
地
そ
の
他
の
公
共
空
地

三
分
の
二

九

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
水
道

十
分
の
六

十

削
除

十
一

し
尿
処
理
施
設
又
は
ご
み
処
理
施
設

十
分
の
五

十
二

老
人
福
祉
法
第
二
十
条
の
七
に
規
定
す
る
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

防
衛
大
臣
が
定
め
る
額

十
三

一
般
住
民
の
学
習
、
保
育
、
休
養
又
は
集
会
の
用
に
供
す
る
た
め
の
施
設
（
学
校
（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
除
く
。
）
の
施
設
を

防
衛
大
臣
が
定
め
る
額

除
く
。
）

十
四

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
二
条
第
五
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
港
湾
施
設
用
地

十
分
の
七
・
五

十
五

農
業
用
施
設
、
林
業
用
施
設
又
は
漁
業
用
施
設

三
分
の
二

十
六

そ
の
他
防
衛
大
臣
が
指
定
す
る
施
設

十
分
の
七
・
五


